
第１回　選考委員会　議事録

２０２２年５月２６日

選考委員長　　飯　島　奈　絵
１．日　　時		２０２２年５月２６日（木）午後０時００分～午後１時００分
１．場　　所		堂島法律事務所会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席委員　＜五十音順・敬称略＞
（１）会議室での出席（３名）
飯島　奈絵　　岩本　　朗　　中井　洋恵
（２）Ｚｏｏｍミーティングによる参加（２０名）
上林　惠理子　奥津　　周　　小野　順子　　笠原　麻央　　金子　武嗣
川﨑　真陽　　木内　道祥　　久保井　一匡　田積　祥子　　谷　　英樹
富井　和哉　　西原　和彦　　根本　俊太郎　藤原　智恵　　増田　広充
松井　淑子　　溝上　絢子　　峯田　和子　　宮下　泰彦　　渡部　真樹子
（小野　宙（議事録作成））
（３）委任状の提出（４１名。うち１４名はＺｏｏｍミーティングによる参加）
（４）委員総数　５６名，出席者４４名（会議室３名＋委任状４１名）

　上記のとおり定足数に足る委員の出席があったので，本委員会は適法に成立し，委員長飯島奈絵は議長となり，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】
１　報　告：委員長就任と副委員長の指名
　選考委員会規則４条２項に基づき，飯島奈絵幹事長が委員長に就任し，松井淑子委員を副委員長として指名した。

２　決　議：
（１）今年度選考委員会の招集通知の方法をオンライン（メール，ウェブサイト掲載）のみとし，オンラインのみ（zoomミーティング）で開催することを可能とすること
ア　今年度選考委員会の開催方法：「今年度選考委員会（・・・），オンラインのみ（zoomミーティング）で開催することを可能とすること」について
Ａ委員：
　招集通知の段階では，本議案は「今年度選考委員会の招集通知の方法をオンライン（メール，ウェブサイト掲載）のみとし，オンラインのみ（zoomミーティング）で開催すること」と表記されていた。これに対して，本日時点での議案には，文末に「可能とすること」が挿入されている。議案の修正がなされた趣旨は，どのようなものか。
　また，次回第２回選考委員会については，完全オンライン開催とするのか，それともハイブリッド開催とするのか。

委員長：
　今年度選考委員会の招集通知の方法や開催方法について，選考委員会，幹事会のいずれの権限をもって決定するのか，見解の分かれるところと思われる。
　５／２４（火）付の第２回幹事会においても，この点について議論が交わされた。
　その中で，完全オンライン開催も可能としつつ，幹事長（選考委員長）の判断のもと，ハイブリッド開催も選択可能とする余地を残す方が良い旨の意見が提出され，それに沿うように，表記のとおり議案を修正したうえで，賛成多数で可決された。そこで，本委員会においても，この幹事会における評議・議決の流れに平仄を合わせる形で，議案を修正した次第である。
　まさに，第２回選考委員会の開催の仕方も含めて，委員各位におかれてご検討いただきたい。

　ここで，本議案の趣旨について，ご説明申し上げたい。
委員等からの要望が多く寄せられた場合，ハイブリッド開催も視野に入れる必要があることについては，重々認識している。
もっとも，ハイブリッド開催の場合であっても，本日の委員会のように，オンライン出席者が多数を占めることが予想されるところ，会場での発言が出た場合，その発言者の顔や声がオンライン参加者に十分に伝わらなければ，オンライン参加者はオブザーバーとなってしまう。
　そのため，ハイブリッド開催する場合，リアル会場での発言者の顔がオンライン上に映り，音声も行き届く環境を整えることが求められると考えられるが，そのようなセッティングには，相応の物的環境と時間とを要することをお伝えしたい。

Ａ委員：
　まず，今年度選考委員会の運営方法の決定権限については，選考委員会に固有の権限があると考える。そのため，選考委員会で決定すればよい。
　その上で，従前の第２回選考委員会・意見を聞く会の開催方法について述べておくと，コロナ禍以前でもあり，リアル会場に候補者，選考委員，選考委員以外の会員が参集した上で，候補者が意見表明を行い，会場参加者との間で質疑応答が交わされるという方式で開催されてきた。候補者にとっても，選考委員・それ以外の会員にとっても，会場で直接対面しながら意見を交わす意義は大きかった。
　そのため，オンラインのみで選考委員会を開催することについては，反対である。リアル＋オンライン併用のハイブリッド方式が望ましい。もちろん，会場の物的環境調整に困難が伴うことは確かであるが，だからといって，リアル会場での開催の可能性を排斥してしまうのは相当ではない。

Ｂ委員：
　Ａ委員と同意見である。
　会派から役員候補者を送り出す選考手続において，候補者にとってみると，リアル会場参加者からの生の声は，むろんプレッシャーになる反面，激励の言葉を受けて背中を押される要素も大きい。ところが，オンライン開催のみだと，そのような要素や意義が薄れてしまう。
　自分自身の経験に照らしても，会場出席者からのお言葉は，副会長推薦候補者として選考を受けていくプロセス上でも，大きな意味があったと感じている。
　もちろん，オンライン参加者から見て，会場参加者のうち誰が質問しているのか，顔と声が十分に届く方が良いのは無論であるが，意見を聞く会の主眼は，選考対象者に十分に意見を表明してもらうということにあると考える。
その意味でも，ハイブリッド開催が望ましい。

Ｃ委員：
　Ａ委員・Ｂ委員の意見に賛成。
選考委員会は，春秋会として送り出す副会長推薦候補者を選考する役割を担っている。
　推薦候補者を会派で送り出すムード作り，セレモニーとしての色彩も強い。
　それゆえに従前，意見を聞く会は，選考委員会以外の一般会員にも案内し，弁護士会館会議室を予約して多数のご参加を促し，会場開催してきたところである。
今年度も，会場で開催し，都合上会場に行けない人はオンラインで参加するハイブリッド方式が最善であると考える。実現には相応の負担も伴うところだが，ハイブリッド開催としていただきたい。

委員長：
　ハイブリッド開催とする場合，その会場について，弁護士会とすべきかどうかということについてもご検討いただきたい。
弁護士会館ではインターネットに有線接続できず，電波環境が脆弱になってしまうリスクもあるため，少なくとも今年度選考委員会のハイブリッド開催の会場は，有線を繋げる堂島法律事務所の大会議室の方が，環境として適切ではないかと考えられる。

　改めて，本議案の趣旨について，ご説明させていただきたい。
新型コロナ禍により，オンライン会議が世に普及した現在，リアル会場にご参集いただける委員・会員がどの程度いらっしゃるかを見据える必要があると考えている。
　将来の春秋会を考えると，オンライン参加の若手会員が参加意識を保ち，参加しやすい環境作りが重要である。本日の委員各位からのご意見も踏まえ，第２回選考委員会は，ハイブリッド開催とさせていただく。但し，リアル会場がメイン会場となり，オンライン参加者はオブザーバーとなるハイブリッドではなく，リアル会場での発言者の顔と声が映り，オンライン参加者も同等に参加できる「バーチャル会場がメイン会場となる形式」に近づける努力をしたい。そうしなければ，オンライン参加者，とりわけ若手委員の参加意欲が失われかねないとの危惧を抱いている。
　昨年度の運用では，春秋会の備品として大型スクリーン，プロジェクター他各種機材を弁護士会館付近の副幹事長事務所に保管し，幹事会・選考委員会等の度ごとに，男性会員３～４名が機材を弁護士会会館に人力で運搬して，開始時刻の３０分程度前から設営を開始し，リアル会場のスクリーン上でリアル会場参加者からもオンライン出席者の顔が見え，声が聞こえるようにしていた。また，オンライン出席者向けに，リアル会場出席者の顔や声を届けるため，マイクランナーが都度マイクを回したり，カメラの向きを調整していた。もっとも，実際に会場で出席していた参加者は，執行部・委員長・副会長といった役職者を除けば，１，２名程度であったと聞き及んでいる。このような運用の負担と効果のバランスにつき，見極めを行う必要があるように思われる。
本年度の第２回選考委員会はハイブリッド開催とするが，第３回以降はオンラインのみ開催についても前向きにご検討をいただきたい。

イ　今年度選考委員会の招集通知の方法（「今年度選考委員会の招集通知の方法をオンライン（メール，ウェブサイト掲載）のみとし，・・・」について
Ａ委員：
　招集通知の方法について，「オンライン（メール，ウェブサイト掲載）のみとし」とあるが，これはメール，ウェブサイト掲載いずれも行うという趣旨か。
　選考委員会規則５条では，「委員会を招集する」とのみ規定されており，招集に当たって「通知を発送しなければならない。」規定されているのは，総会招集通知だけである（会則４条４項）。
　もっとも，素直に解釈すれば，選考委員会においても，招集を通知することが求められると解される。その場合，通知機能を果たすものとしては，メールが適切であろう。ウェブサイト掲載は，公告機能はあるが，通知機能までは備えていないと考えられる。

委員長：
　本年度の第２回選考委員会については，意見を聞く会を兼ねて開催するため，会員全員に対する一括送信ＦＡＸも併用することになるだろう。
　だが，次年度以降については，メールによるご案内を採用することもご検討いただきたい。

Ｄ委員：
　春秋会の全体メーリングリスト（春秋ネット）上でメール配信をすることは，「通知」（選考委員会規則５条）に当たると考えて良いか。

Ａ委員：
　会則１７条によれば，通知は「ファックス又はＥメールによって行う。」とされている。ここで，春秋ネット（メーリングリスト）が同条にいう「メール」に該当するかどうか，という問題となる。
自身の執行部においては，「メール」に該当するという解釈に立って，運用していた。
　もっとも，この場合において，すべての会員がメーリングリストに参加しているかどうか，確認を要する。というのも，一部の会員については，同会員の意向によりメーリングリストに参加しておらず，あるいはその可能性があるからである。その場合，個別メールを送信するなどの措置を講じる必要がある。

（２）オンライン参加者を「出席」（選考委員会規則第６条２項）と取り扱い，オンライン上での議決権行使を認めること　　
委員長：
　本議案について，本件は選考委員会ではなく，幹事会，あるいは総会で検討するべきものではないかという意見もいただいている。この点，５／２４付第２回幹事会において，本議案については承認されていることについて，ご報告させていただく。
　本委員会においても引き続いて，ご検討をいただきたい。
本議案の趣旨として，オンライン参加者は「出席」ではなく，議決権も行使できないとすると，オンライン参加者は事前提出の委任状によってしか権利行使できず，かえって議論が硬直化してしまうのではないか，という懸念がある。ハイブリッド開催するとしても，先に述べたとおり，オンライン参加者は会場出席者と比べて多数に上る傾向にあるにもかかわらず，そのような多数参加者が，リアル会場での議論を踏まえて議決権を行使するということができないのは，問題が大きいと考えている。

Ｃ委員：
　本議案についても，十分な議論とコンセンサスを形成する必要がある。
　今年度は，選考対象者も１名のみとのことであり，大きな問題にならないと思われるが，将来的には，例えば選考対象者が複数登場するといった事態も考えられる以上，その時々の状況に応じて，運用に委ねざるを得ず，そのように対応できる余地を残す必要がある。

委員長：
　本議案に関しては，今年度の選考委員会の運営に関して，決議をいただきたいと考えている。もっとも今後，本件に関する関係規則の改正も視野に入れていることについて，あらかじめお伝えしておきたい。
　なお，クリティカルな状況下において，リアル会場で出席したいという委員もおられるが，オンラインであれば出席したいという委員も少なからずおられると思われる。遠方事務所や自宅など，遠隔地からでも参加していただき，討議にも議決にも参加していただくことに，大きな意義があると考える。会場では都合上出席がかなわないが，オンラインであれば参加できるという委員の立場・意見を反映していきたい。

Ｅ委員：
　本議案については，今後の春秋会における意思決定のあり方を決めていくことにつながる重要な議論だと考える。
　自分自身が幹事長であった時，制度創設・改正の際には，諮問委員会を設置して，その代表として木内道祥委員に就任していただき，諮問したことがある。
　今回も同様で，これは選考委員会の内部だけに留めてよい問題ではないと考えられるため，より幅広い会員（老若男女を問わず）を募り，制度に関する根本的な議論をした方が良い。総会，幹事会といった意思決定機関から，諮問しても良いように思われる。
　従来，それほど深く検討されていなかった問題であり，丁寧な議論が期待される。

Ｆ委員：
　そもそも，理論的には議案２が，議案１よりも先決であると考えられる。
　というのも，オンライン参加者を出席と取り扱い，オンライン上での議決権行使を認めること（議案２可決）によって初めて，オンライン開催（議案１）が可能となるからである。
　そのため，決議の順序としては，まず議案２について賛否を問い，これについて賛成可決された場合に初めて，議案１について賛否を問うという順序になるはずである。
　さらに付言すると，議案１には，①招集通知の方法，②開催方法という，性質の異なる２つのテーマが含まれてしまっている。本来，別々に決議すべきものと考えられる。
　そして，議案２・議案１については，同種の議論が株主総会についても検討されている。オンライン参加者について，議決権行使を認めるのか，さらに議論への参加の機会も保障しなければならないのか。そして，完全オンライン開催というものが認められるのか。会社法の領域で，現在まさに議論されている。
　議決権行使のみを認めることは，現在の技術をもってすれば実現はそれほど困難ではないが，さらに進んで，議論参加の機会まで保障しなければならないとすると，技術上も非常に難しい問題をはらんでいる。
　委員長による議案１，議案２に関する趣旨説明のロジックとしては，オンライン参加者に対して，出席・議決権行使はもちろんのこと（議案２），議論参加の機会まで保障する必要がある，その場合，ハイブリッド開催は会場参加者の顔・声といった情報を届けることには技術上の困難が伴うため，オンライン開催に一本化する方が適切である（議案１），と理解される。

委員長：
　Ｆ委員のご指摘のとおりである。
　以下，議案１，議案２の順序と内容を，次のとおり改めて整理する。

	議案１：今年度選考委員会について，オンライン参加者を「出席」（選考委員会規則第６条２項）と取り扱い，オンライン上での議決権行使を認めること
議案２：（議案１について可とする場合）今年度選考委員会の招集通知の方法をオンライン（メール，ウェブサイト掲載）のみとすること
議案３：（議案１について可とする場合）今年度選考委員会についてオンラインのみ（zoomミーティング）で開催することを可能とすること



Ｃ委員：
　上記のとおり整理された議案を決議するには，検討期間を要する。
本日決議するのは，早計だと考える。

委員長：
　確かに，関係各規則の改定等を行うには，十分な検討を要する。
　しかしながら，第２回選考委員会について，ハイブリッド開催とするかどうか，オンラインでの出席取扱い・議決権行使を認めるかどうかについては，本日の委員会において決定させていただきたい。

Ｂ委員：
　本年度の選考委員会の進め方について，前提を確認したい。
本年度は，選考委員会による選考方法として，「無記名投票以外の簡易な方法」による選考決定（選考委員会規則１１条４項・５項）とすることを前提としているという理解で良いのか。
　選考方法は原則として，投票によって行い，有効投票数の過半数を得票したものを選考することとされているが（選考委員会規則１１条１項），本年度は，上記「簡易な方法」を採用するという理解で正しいか。

委員長：
　Ｂ委員の指摘のとおり，本年度は第２回選考委員会において，上記「簡易な方法」によって選考決定をするという前提に立っている。
　その選考決定を行う際，オンライン参加者からは，委任状を事前に提出していただく必要があるか，それとも委任状の提出を要さず，オンライン参加をもって出席取扱い・議決権行使が可能なのかどうかという点について，ご検討いただいている。

Ｇ委員：
　本日の議論状況を踏まえると，いったん立ち止まって議論を深めた方が良いように思われる。
　オンライン参加者の出席取扱い，議決権行使については，常議員会でも採用されている運用であり，今後，選考委員会に導入しても良いと考えるが，直近の第２回選考委員会の開催を見据えた場合，オンライン参加者については委任状という方法で定足数に協力していただき，当日オンライン上でも遠慮せずにご意見を述べていただくこととして対応し，その間に時間をかけて，オンライン参加者の出席取扱い，議決権行使等についてコンセンサスを形成していくことが望ましい。

委員長：
　本日，オンライン参加者の出席取扱い，議決権行使を認める決議を保留した場合，第２回選考委員会の選考決定手続としては，意見表明・質疑応答を終えた選考対象者について，これを推薦候補者とすることについてご提案し，リアル会場参加者から拍手をいただくとともに，オンライン参加者からはあらかじめ委任状をご提出いただいておき，委任を受けた委員長も賛同して選考決定することとなる。
　オンライン参加者の各委員について，せっかくご参加いただいているにもかかわらず，決議については事前に委員長宛にご提出いただいた委任状によってしか行使できない形を維持していくよりも，オンライン参加者にも当日，選考対象者からの意見表明や議論状況を聞いていただき，それに基づいて議決権を行使していただけるようにしていく方が，望ましいと考える。

Ｄ委員：
　５／２４付第２回幹事会において，修正後の議案１ないし同３について，いずれも賛成多数で可決していただいており，春秋会の意思決定機関の一つから賛同していただいた。そのこととの関係についても，検討を要するように思われる。
　すなわち，同幹事会においては，議論の経過を踏まえて，本年度の選考委員会をオンライン開催のみとするのではなく，幹事長の判断で，ハイブリッド開催かオンライン開催か決定できるようにするという内容で，決議をいただいた。
　本委員会の本日これまでの議論も，まさにそのような方向性で進んでおり，様々なご意見を踏まえた上で，幹事長・委員長の判断で，ハイブリッド開催とすることが検討されていると理解している。
　仮に，ハイブリッド開催とするとしても，会場参加者におかれては，ＰＣ・スマホ等を持ち込んでいただき，会場参加者の顔・声がオンライン参加者に伝わりやすいようにご協力をいただくことも，検討されてよいと考える。
　そのうえで，オンライン参加者についても意見を述べていただく機会を権利・制度として保障することが，全体にとって資するところが大きく，整合的だと考える。オンライン参加者の賛成意見・反対意見の集計についても，Ｚｏｏｍの機能を利用することでクリアできるものと考えられる。

委員長：
　本日の議論経過を踏まえたうえ，本年度の第２回選考委員会兼意見を聞く会については，
①開催方法については，堂島法律事務所を会場として，ハイブリッド開催とする。
②オンライン参加者の出席取扱い・議決権行使については，あらかじめ委任状を提出していただき，それをもって出席取扱い・議決権行使とする。もっとも，オンライン参加者からも意見を述べていただく機会を設ける。
以上の運用とさせていただきたい。
【決議】本提案について，別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

委員長：
　上記運営を前提とすると，委員各位におかれては，委任状の早期提出に，是非とも積極的にご協力いただきたい。定足数不充足により，委員会が適法に成立しないことが，本委員会にとって最も憂慮すべき事態であるので，切にお願い申し上げる次第である。
　また，とりわけ次年度以降の選考委員会のあり方について，リアル開催の意義，オンライン開催の意義について，春秋会全体として検討を深めて参りたい。本日もオンライン開催であるからこそ，移動中の委員にもご参加いただけているところであり，オンラインの意義を強調して参りたい。

（３）次年度副会長候補推薦の有無，推薦する場合は次の日程案決定
　　　・次年度副会長候補を推薦する
・６月１日（水）～６月１０日（金）：副会長推薦候補者の届出期間（資料４）
・第２回　７月２２日（金）　正午～午後１時　
・第３回　８月２３日（火）　午後１時～午後２時　

【決議】本提案について，別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

Ｂ委員：
　他会派がどのような候補者を推薦する予定なのか，情報共有させていただきたい。
　・一水会：勝井　良光　先生（中之島中央法律事務所，４７期）
　・友新会：山岸　正和　先生（協和綜合法律事務所，５２期）
　・法曹公正会：米倉　裕樹　先生（北浜法律事務所，５１期）
・法友倶楽部：川本　真聖　先生　（弁護士法人近畿中央法律事務所，５５期）
　・法曹同志会：森岡　利浩　先生（中之島パーク法律事務所，５５期）
　・五月会：杉山　洋史　先生（船場中央法律事務所，５６期）

　上記のとおり，２０２３年度副会長は，男性のみとなる可能性が高く，そのような事態については検討する必要がある。

（４）その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　以　　上
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